
耕作放棄地全体調査要領 

 

平成 20 年４月 15 日付け 19 農振第 2125 号 

最終改正 平成 22 年９月 16 日付け 22 農振第 1229 号 

農林水産省農村振興局長通知 

 

１ 趣 旨 

我が国の食料自給率の向上を図るためには、優良農地の確保と有効利用を図ることが

重要であることから、新たな食料・農業・農村基本計画（平成 22 年３月 30 日閣議決定）

に基づき、耕作放棄地の再生・有効利用を促進する必要がある。 

一方、耕作放棄地の解消に向けては、国及び都道府県の協力の下、平成 20 年度から市

町村・農業委員会による耕作放棄地の状況等を把握するための現地調査を行い、解消対

策を推進してきたところである。 

こうした状況を踏まえ、新たな基本計画の下、農地の確保や有効利用に係る取組の一

環として、引き続き現況が耕作放棄地となっている農地を対象に荒廃の状況等を把握す

る現地調査（以下「調査」という。）を実施するとともに、把握した耕作放棄地に係る

解消計画を定め、耕作放棄地解消に向けた取組を推進するものとする。 

 

２ 実施体制 

(1) 調査は、市町村・農業委員会が行うものとする。 

(2) 国及び都道府県は、全国農業会議所及び都道府県農業会議と連携しつつ、耕作放棄

地の情報提供等の協力を行うものとする。 

(3) 市町村・農業委員会は、調査を効率的かつ速やかに進めるため、必要に応じて、土

地改良区役職員・総代、農業協同組合職員、農業共済組合の損害評価員に対し、耕作

放棄地の情報提供等調査の応援を求めるものとする。 

 

３ 耕作放棄地の区分 

調査においては、荒廃した耕作放棄地の状況に応じて、一筆ごとに以下の区分を行う

ものとする。 

なお、(3)に区分された土地のうち、農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法

律第 58 号）第８条第２項第１号に規定する農用地区域（以下単に「農用地区域」という。）

内に存する土地については、市町村は、「「非農地」と決定された土地に関し農用地区

域に残置するか否かの判断基準について」（平成 20 年４月 15 日付け 19 農振第 2127 号

農村振興局長通知）に基づき農用地区域に残置する土地とそれ以外について区分すると

ともに、残置するとした理由について整理するものとする。 

また、(4)に区分された土地については、次年度の調査において速やかに(1)から(3)

までに区分するものとする。 

(1) 人力・農業用機械で草刈り・耕起・抜根・整地（以下「草刈り等」という。）を行

うことにより、直ちに耕作することが可能な土地 

(2) 草刈り等では直ちに耕作することはできないが、基盤整備（区画整理、暗きょ排水、

- 1 -



客土、農道整備、重機を用いた整地等）を実施して農業利用すべき土地 

(3) 森林・原野化している等、農地に復元して利用することが不可能と見込まれる土

地のうち、農業委員会が「耕作放棄地に係る農地法第２条第１項の「農地」に該当す

るか否かの判断基準等について」（平成 20 年４月 15 日付け 19 経営第 7907 号経営局

長通知。以下「農地・非農地判断基準」という。）の第３に定める基準に従って、農

地法（昭和 27 年法律第 229 号）第２条第１項に規定する農地に該当しないと判断した

土地（以下「非農地」という。） 

(4) 森林・原野化している等、農地に復元して利用することが不可能と見込まれる土地

のうち、農業委員会が農地・非農地判断基準の第３に定める基準に従って、農地法第

２条第１項に規定する農地に該当しないと判断するに至っていない土地（以下「非農

地（判断未了）」という。） 

 

４ 調査時期及び調査方法 

(1) 市町村・農業委員会は、国及び都道府県の協力の下、基本的に毎年度、８月から 11

月までにかけて調査を行うものとする。 

(2) 調査は、毎年度、 

ア 過年度の調査において、３の(1)、(2)及び(4)に区分された土地について、耕作放

棄地の解消の有無並びに当該調査年度における３に基づく区分 

イ 新たな耕作放棄地の発生及びその３に基づく区分 

について把握するものとし、耕作放棄地の現状について目視による確認を行い、一筆

ごとに調査図面等に３に基づく区分を記載することにより実施するものとする。 

(3) 調査は、農地法第 30 条第１項に基づく農業委員会により実施される農地の利用

の状況についての調査（以下「利用状況調査」という。）と調査手法及び内容が密接

に関連していることから、双方の調査で得た情報を相互に活用する等連携に努めるも

のとする。 

 

５ 耕作放棄地の解消分類 

市町村・農業委員会は、調査により３の(1)及び(2)に区分された土地（以下「要解消

地」という。）について、６に基づき、「営農再開」、「基盤整備後営農再開」又は「保

全管理」の分類（以下「解消分類」という。）を行うものとする。 

なお、市町村・農業委員会が当該分類を行うに当たっては、耕作放棄地再生利用緊急

対策実施要綱（平成 21 年４月１日付け 20 農振第 2207 号農林水産事務次官依命通知）第

５に規定する地域協議会等の耕作放棄地対策を推進する組織（以下「地域協議会等」と

いう。）から意見を求めることが望ましい。 

 

６ 解消分類の考え方 

(1) 要解消地については、意欲ある多様な農業者への農地集積の推進等により営農の再

開を図るべきであるが、引き受け手がいない等特別な事情がある地域については、市

町村・農業委員会は、アの判断要素を総合的に検討し、イの判断基準に従って「営農

再開」、「基盤整備後営農再開」又は「保全管理」のいずれかに分類するものとする。 
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ア 判断要素 

(ｱ) 耕作者確保の見込み 

以下のａ又はｂのいずれかに該当する場合には耕作者確保の見込みがあるもの

とする。 

ａ 要解消地の所有者（所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場

合には、その者。以下「所有者等」という。）による耕作再開 

所有者等に耕作再開の意思がある。 

ｂ 要解消地において耕作を行い得る者の存在 

要解消地の周辺地域において以下の者が存在する。 

(a) 規模拡大を志向する地域の認定農業者・集落営農等（他地域からの入作者

を含む） 

(b) 農業に参入する意向のあるＮＰＯ法人、農業協同組合、地場の会社等 

(c) 自ら飼料増産を行う畜産農家又は畜産農家と連携し飼料増産を行う者 

(ｲ) 導入作物の状況 

導入作物が決まっている。 

イ 判断基準 

(ｱ) 「営農再開」 

要解消地がアの判断要素の(ｱ)及び(ｲ)に該当する場合には、「営農再開」へ分

類する（周辺地域に、放牧が可能な畜産農家が存在する場合は、これをもって営

農再開へ分類する）。 

(ｲ) 「基盤整備後営農再開」 

要解消地がアの判断要素の(ｱ)及び(ｲ)に該当しており、かつ、基盤整備を行う

場合は、「基盤整備後営農再開」に分類する。 

(ｳ) 「保全管理」 

要解消地がアの判断要素の(ｱ)又は(ｲ)のいずれかに該当しない場合は、「保全

管理」に分類するが、その内容の例示としては以下のとおりである。 

ａ 市民農園、教育ファーム等としての利活用 

ｂ 景観作物（コスモス、ひまわり、菜の花等）、緑肥の植栽 

ｃ 今後の耕作に向けて、草刈り、刈払い、耕起、水張りその他農地を常に耕作し

うる状態に保つ行為 

(2) (1)のアの(ｱ)の耕作者確保の見込みについては、農地法第 30 条第３項の規

定に基づき当該要解消地の所有者（所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする

者がある場合には、その者及びその要解消地の所有者）に対して当該要解消地の農

業上の利用の増進を図るため必要な指導を行った場合の内容、同法第 33 条第１項の

規定に基づき当該要解消地の所有者等から提出された「当該通知に係る当該要解消

地の農業上の利用に関する計画」の内容等、当該要解消地の所有者等の耕作の再開

についての意向や考え方等を踏まえて判断するものとする。 

(3) (1)のイの(ｳ)の保全管理は当分の間の措置であり、市町村・農業委員会の指

導等により(1)のアの判断要素の(ｱ)及び(ｲ)に該当することになった場合は、(1)の

イの判断基準に従って「営農再開」又は「基盤整備後営農再開」に分類する。 
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７ 耕作放棄地解消計画の策定 

(1) 解消計画の策定 

市町村は、計画的な耕作放棄地解消のための基礎資料とするため、地域協議会等の

協力を得て解消分類を踏まえた耕作放棄地解消計画（別紙 10。以下「解消計画」とい

う。）を策定することとする。 

なお、農用地区域は、農業に関する公共投資その他の農業振興施策が計画的かつ集

中的に実施される農業上重要な区域であるため、解消計画の策定に当たっては、農用

地区域内における要解消地の解消を優先することとする。 

また、農用地区域外の要解消地のうち、計画的かつ集中的に農業振興施策を実施す

べき要解消地については、農用地区域への編入を促進するものとする。 

(2) 解消計画の内容 

解消計画には次の事項を記載するものとする。 

ア 市町村名、地区名（大字名） 

イ 耕作放棄地面積 

ウ 農地法に基づく指導内容等 

エ 解消分類 

・営農再開（６の(1)のイの(ｱ)） 

・基盤整備後営農再開（６の(1)のイの(ｲ)） 

・保全管理（６の(1)のイの(ｳ)） 

オ 解消主体 

カ 解消内容（作付け作物等） 

キ 解消に向けた実施計画（各年度の実施内容、活用事業） 

 

８ 調査結果の取りまとめ 

(1) 耕作放棄地全体調査表（別紙１。以下「調査表」という。）の耕作放棄地区分等の

集計及び報告 

ア 市町村・農業委員会は、３の(1)、(2)及び(4)に区分された土地について、一筆ご

とに調査表の耕作放棄地区分等を記入するとともに、３の(1)及び(2)に区分された土

地を市町村単位で集計した市町村要解消地集計表（別紙２）を調査年度の１月 15 日

までに都道府県知事へ提出するものとする。 

また、３の(3)及び(4)に区分された土地について、市町村単位で集計した市町村

非農地・非農地(判断未了)集計表（別紙３）を調査年度の１月 15 日までに都道府県

知事へ提出するものとする。 

イ 都道府県知事は、都道府県要解消地集計表（別紙４）、都道府県非農地・非農地(判

断未了)集計表（別紙５）をそれぞれ都道府県単位で集計し、調査年度の１月末日までに

地方農政局長（北海道にあっては農村振興局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務

局長。以下「地方農政局長等」という。）に提出するものとする。 

(2) 調査表の解消分類・解消確認の集計及び報告 

ア 市町村・農業委員会は、要解消地について一筆ごとに、解消分類の別を調査表に
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記入する（別紙１の耕作放棄地解消分類欄に記入）。 

(ｱ) 市町村・農業委員会は、これを市町村単位で集計した市町村耕作放棄地解消分

類集計表（別紙６）を調査年度の１月 15 日までに都道府県知事へ提出するものと

する。 

(ｲ) 都道府県知事は、市町村耕作放棄地解消分類集計表を都道府県単位で集計した

都道府県耕作放棄地解消分類集計表（別紙７）を、調査年度の１月末日までに地

方農政局長等に提出するものとする。 

イ 市町村・農業委員会は、耕作放棄地が解消された場合には、解消を確認した日付

を一筆ごとに調査表に記入する（別紙１の耕作放棄地解消確認欄に記入）。 

(ｱ) 市町村・農業委員会は、これを市町村単位で集計した市町村耕作放棄地解消確

認集計表（別紙８）を調査年度の１月 15 日までに都道府県知事へ提出するものと

する。 

(ｲ) 都道府県知事は、市町村耕作放棄地解消確認集計表を都道府県単位で集計した

都道府県耕作放棄地解消確認集計表（別紙９）を、調査年度の１月末日までに地

方農政局長等に提出するものとする。 

ウ 市町村・農業委員会は、各年度において、解消分類を見直した結果、変更した場合に

は、調査表（別紙１）の耕作放棄地解消分類欄及び市町村耕作放棄地解消分類集計表

（別紙６）を更新するものとする。 

(3) 解消計画の提出 

市町村は、各年度の調査終了後に解消計画（別紙 10）の策定・見直しを行うことと

し、策定・見直しを行った解消計画は、都道府県知事を経由して、調査年度の１月末

日までに、地方農政局長等に提出するものとする。 

(4) 農業振興地域制度担当部局との連携 

本調査の結果は、農業振興地域の整備に関する法律第５条の２（確保すべき農用地

等の面積の目標の達成状況に関する資料の提出の要求等）に基づき、農林水産大臣が

求めることとなる資料等に活用されることとなるため、調査の実施、とりまとめ、報

告等において、市町村の農業振興地域制度担当部局と連携を図ることとする。 

また、国・都道府県においても農業振興地域制度担当部局と連携を図ることとする。 

 

９ 公 表 

国は、調査結果を集計し、公表するものとする。 
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耕作放棄地全体調査表

○○年度

○○県
○○市

耕作放棄地解消確認

地域区分

大字 小字 本番 枝番 孫番 … …

0

都道府県名
市町村名

市町村・農業委員会用

全体調査年度

耕作放棄地解消分類

解消確認日平成○○年

備考
平成22年平成20年 平成21年

所在 耕作放棄地区分

面積（㎡）

農振法 区分 調査日

地目

合計

大字 字 地番

耕作放棄地区分

所在（コード）

（別紙１）



記入例） 市町村・農業委員会用

耕作放棄地全体調査表

全体調査年度 ○○年度

都道府県名 ○○県
市町村名 ○○市

耕作放棄地区分 耕作放棄地解消分類 耕作放棄地解消確認

所在（コード）

備考
所在

地目 面積（㎡）

地域区分 耕作放棄地区分

平成20年 平成21年 平成22年 平成○○年 解消確認日

大字 字 地番 農振法 区分 調査日
大字 小字 本番 枝番 孫番 … …

○○ ○○ １－１ 田 5000 農 1 2008/8/10 A 2009/8/20

○○ ○○ １－２ 畑 4000 農 1 2008/8/19 A

○○ ○○ １－３ 田 4500 農 1 2008/8/19 C 2009/8/19

○○ ○○ １－５ ○ 5000 農 2 2008/8/19 B

○○ ○○ １－６ △ 2000 農 2 2008/8/19 B

○○ ○○ １－７ × 1000 農 2 2008/8/19 B 2009/8/22

○○ ○○ １－８ ○ 3000 外 1 2008/8/19 C

○○ ○○ １－９ × 1500 農 1 2008/8/19 A 2009/8/20

○○ ○○ １－１０ △ 5000 他 1 2008/8/19 A

△△ △△ １－１１ 田 5000 農 2 2008/8/19 B

△△ △△ １－１２ 畑 3000 外 1 2008/8/19 A 2009/8/20

△△ △△ １－１３ 田 1500 農 1 2008/8/19 A 2009/8/20

△○ △○ ２－１ 田 3000 農 3 2009/8/19

△○ △○ ２－２ 畑 2500 農 1 2009/9/19 A 2010/8/20

△○ △○ ２－３ 畑 1000 農 1 2010/10/19 B

合計 47000

全体調査実施時
に記入

耕作放棄地解消計
画における解消分
類を記入

現地調査において耕
作放棄地解消の有
無を確認し、記入

A：営農再開（本文要領６
    の(1)のイの(ｱ)に該当）
B：基盤整備後営農再開
　 （本文要領６の(1)のイの
    (ｲ)に該当）
C：保全管理（本文要領６
    の(1)のイの(ｳ)に該当）

H21以降、市町村が
耕作放棄地解消計
画の見直しを行う際
に記入
A：営農再開
B：基盤整備後再開
C：保全管理

農地基本台帳で
いる所在

ドがあれば極
整理して
コー
力記入

主業農家、副業
農家、土地持ち非
農家、不在村地
主等を記入

調査日、耕作放棄地解消
の確認日は西暦で記入
（例：2009年8月20日の場
合「2009/8/20」）

　本文要領３の(1)に区分される場合は「1」、３の(2)に区分される場
合は「2」、３の(4)に区分される場合は「3」と記入する。
　なお、本文要領３の(3)に区分されたものは記入しない。

農地基本台帳に基づき記入
農：農用地区域内
他：農用地区域外
外：農業振興地域外

農地基本台帳に基
づき記入
面積は極力、実測
面積を記入

耕作放棄地の所在地を農地基本台帳に基づき一筆毎
に記入(各調査年度で新たに把握したものは加筆)

農地基本台帳に基
づき記入
田：水田
畑：畑
○：果樹園
△：桑園
×：茶園

樹園
地



市町村要解消地集計表

耕作放棄地区分のうち「１」「２」それぞれの「要解消地」の集計

田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計

○○年度

記入例）

田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計

○○年度 16,000 12,000 9,500 37,500 16,000 9,000 1,500 26,500 5,000 0 8,000 13,000 5,000 0 8,000 13,000 21,000 12,000 17,500 50,500 21,000 9,000 9,500 39,500

う
ち
農

用
地
区

域
内

う
ち
農

用
地
区

域
内

合計
＝１＋２
（㎡）

う
ち
農

用
地
区

域
内

う
ち
農

用
地
区

域
内

う
ち
農

用
地
区

域
内

年
　
度

年
　
度

耕作放棄地区分

1
（㎡）

2
（㎡）

耕作放棄地区分

1
（㎡）

2
（㎡）

合計
＝１＋２
（㎡）

う
ち
農

用
地
区

域
内

○○年度(○○)

○○県
○○市

市町村・農業委員会用

全体調査年度

都道府県名
市町村名

注意）
　◇単位は「㎡」で記入してください。
　◇合計面積と全体調査表の合計面積との整
　　合が取れているか確認してください。

全体調査表を市町村単位で集計
（調査年度の1月15日までに都道府県へ提出）

（別紙２）

○「当該調査年度までの累計面積」と「当該調査年度に新規に
把握した面積」のそれぞれについて、本集計表を提出してくださ
い。
○「当該調査年度までの累計面積」の場合は「（累計）」、「当該
年度に新規に把握した面積」の場合は「（新規）」を本集計表の
「全体調査年度」欄に付記してください。



市町村非農地・非農地（判断未了）集計表

「非農地」と決定した土地の集計 「非農地」との判断には至っていない土地の集計

○○年度 ○○年度

記入例） 記入例）

○○年度 ○○年度

筆数
面積
（㎡）

非農地（判断未了）
う
ち
農

用
地
区

域
内

20 20000

筆数
面積
（㎡）

年
　
度

年
　
度

非農地
う
ち
農

用
地
区

域
内

筆数
面積
（㎡）

筆数
面積
（㎡）

非農地（判断未了）
う
ち
農

用
地
区

域
内

筆数
面積
（㎡）

筆数
面積
（㎡）

年
　
度

20 20000

市町村・農業委員会用

全体調査年度

都道府県名
市町村名

う
ち
農

用
地
区

域
内 年

　
度

非農地

筆数
面積
（㎡）

筆数
面積
（㎡）

○○年度(○○)

○○県
○○市

15 1500015 15000

注意）
　◇単位は「㎡」で記入してください。

（別紙３）

○「当該調査年度までの累計面積」と「当該調査年度に新規に把
握した面積」のそれぞれについて、本集計表を提出してください。
○「当該調査年度までの累計面積」の場合は「（累計）」、「当該年
度に新規に把握した面積」の場合は「（新規）」を本集計表の「全
体調査年度」欄に付記してください。

注意）
　◇単位は「㎡」で記入してください。

調査年度の1月15日までに都道府県
へ提出

（別紙３）

○「当該調査年度までの累計面積」と「当該調査年度に新規に把
握した面積」のそれぞれについて、本集計表を提出してください。
○「当該調査年度までの累計面積」の場合は「（累計）」、「当該年
度に新規に把握した面積」の場合は「（新規）」を本集計表の「全
体調査年度」欄に付記してください。



都道府県要解消地集計表

所在

田
畑

樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計
＝１＋２
（㎡）

○○県

耕作放棄地区分

う
ち
農
用

地
区
域
内

都道府県用

全体調査年度

都道府県名

う
ち
農
用

地
区
域
内

○○年度(○○)

市
町
村
名

1
（㎡）

2
（㎡）

う
ち
農
用

地
区
域
内

注意）
　◇単位は「㎡」で記入してください。
　◇合計面積と全体調査票の合計面積との整
　　合が取れているか確認してください。

（別紙４）

○「当該調査年度までの累計面積」と「当該調査年度に新規に
把握した面積」のそれぞれについて、本集計表を提出してくださ
い。
○「当該調査年度までの累計面積」の場合は「（累計）」、「当該
年度に新規に把握した面積」の場合は「（新規）」を本集計表の
「全体調査年度」欄に付記してください。



都道府県非農地・非農地（判断未了）集計表

合計 合計

筆数
面積
（㎡）

う
ち
農
用

地
区
域
内

う
ち
農
用

地
区
域
内

市
町
村
名

非農地
市
町
村
名

非農地(判断未了)

筆数
面積
（㎡）

筆数
面積
（㎡）

筆数
面積
（㎡）

都道府県用

調査年度 ○○年度(○○)

都道府県名 ○○県

0 00 0 0 0 0 0

注意）
　◇単位は「㎡」で記入してください。

（別紙５）

○「当該調査年度までの累計面積」と「当該調査年度に新規に把
握した面積」のそれぞれについて、本集計表を提出してください。
○「当該調査年度までの累計面積」の場合は「（累計）」、「当該年
度に新規に把握した面積」の場合は「（新規）」を本集計表の「全
体調査年度」欄に付記してください。



市町村耕作放棄地解消分類集計表

耕作放棄地解消計画における解消分類に基づき集計

田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計

20年度

21年度

22年度

○○年度

記入例）

田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計

20年度 11500 9000 6500 27000 11500 6000 1500 19000 5000 0 8000 13000 5000 0 8000 13000 4500 3000 3000 10500 4500 3000 0 7500 21000 12000 17500 50500 21000 9000 9500 39500

21年度

22年度

○○年度

合計
＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ

（㎡）

Ａ（営農再開）
（㎡）

Ｂ（基盤整備後営農再開）
（㎡）

耕作放棄地解消分類

合計
＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ

（㎡）

う
ち
農

用
地
区

域
内

Ｃ（保全管理）
（㎡）

う
ち
農

用
地
区

域
内

Ｃ（保全管理）
（㎡）

Ｂ（基盤整備後営農再開）
（㎡）

年
　
度

Ａ（営農再開）
（㎡）

年
　
度

う
ち
農

用
地
区

域
内

う
ち
農

用
地
区

域
内

う
ち
農

用
地
区

域
内

○○年度(○○)

○○県
○○市

う
ち
農

用
地
区

域
内

耕作放棄地解消分類

う
ち
農

用
地
区

域
内

う
ち
農

用
地
区

域
内

市町村・農業委員会用

作成年度

都道府県名
市町村名

注意）
　◇単位は「㎡」で記入してください。
　◇合計面積と耕作放棄地区分の合計面積との
　　整合が取れているか確認してください。

全体調査表を市町村単位で集計
（調査年度の1月15日までに都道府県
へ提出）

（別紙６）

○「当該調査年度までの累計面積」と「当該調査年度に新規に把
握した面積」のそれぞれについて、本集計表を提出してください。
○「当該調査年度までの累計面積」の場合は「（累計）」、「当該年
度に新規に把握した面積」の場合は「（新規）」を本集計表の「全体
調査年度」欄に付記してください。



都道府県耕作放棄地解消分類集計表

所在

田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

耕作放棄地解消分類

都道府県用

作成年度 ○○年度(○○)

都道府県名 ○○県

う
ち
農
用

地
区
域
内

市
町
村
名

Ａ（営農再開）
（㎡）

Ｂ（基盤整備後営農再開）
（㎡）

Ｃ（保全管理）
（㎡）

合計
＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ

（㎡）

う
ち
農
用

地
区
域
内

う
ち
農
用

地
区
域
内

う
ち
農
用

地
区
域
内

注意）
　◇単位は「㎡」で記入してください。
　◇合計面積と耕作放棄地区分の合計面積
　　との整合が取れているか確認してください。

（別紙７）

○「当該調査年度までの累計面積」と「当該調査年度に新規に
把握した面積」のそれぞれについて、本集計表を提出してくださ
い。
○「当該調査年度までの累計面積」の場合は「（累計）」、「当該
年度に新規に把握した面積」の場合は「（新規）」を本集計表の
「全体調査年度」欄に付記してください。



市町村耕作放棄地解消確認集計表

耕作放棄地が解消した面積を集計

田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計

21年度

22年度

23年度

○○年度

記入例）

田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計

21年度 6500 3000 1500 11000 6500 0 1500 8000 0 0 1000 1000 0 0 1000 1000 4500 3000 0 7500 4500 3000 0 7500 11000 6000 2500 19500 11000 3000 2500 16500

22年度

23年度

○○年度

う
ち
農

用
地
区

域
内

う
ち
農

用
地
区

域
内

Ａ（営農再開）
（㎡）

Ｃ（保全管理）
（㎡）

Ｂ（基盤整備後営農再開）
（㎡）

年
　
度

年
　
度

Ａ（営農再開）
（㎡）

Ｂ（基盤整備後営農再開）
（㎡）

耕作放棄地解消確認

合計
＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ

（㎡）

う
ち
農

用
地
区

域
内

Ｃ（保全管理）
（㎡）

う
ち
農

用
地
区

域
内

○○年度(○○)

○○県
○○市

合計
＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ

（㎡）

う
ち
農

用
地
区

域
内

耕作放棄地解消確認

う
ち
農

用
地
区

域
内

う
ち
農

用
地
区

域
内

う
ち
農

用
地
区

域
内

市町村・農業委員会用

作成年度

都道府県名
市町村名

注意）
　◇単位は「㎡」で記入してください。

全体調査表を市町村単位で集計
（調査年度の1月15日までに都道府県へ提出）

（別紙８）

○「当該調査年度までの累計面積」と「当該調査年度に新規に把
握した面積」のそれぞれについて、本集計表を提出してください。
○「当該調査年度までの累計面積」の場合は「（累計）」、「当該年
度に新規に把握した面積」の場合は「（新規）」を本集計表の「全体
調査年度」欄に付記してください。



都道府県耕作放棄地解消確認集計表

所在

田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計 田 畑
樹
園
地

計

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

耕作放棄地解消確認

都道府県用

作成年度 ○○年度(○○)

都道府県名 ○○県

う
ち
農
用

地
区
域
内

市
町
村
名

Ａ（営農再開）
（㎡）

Ｂ（基盤整備後営農再開）
（㎡）

Ｃ（保全管理）
（㎡）

合計
＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ

（㎡）

う
ち
農
用

地
区
域
内

う
ち
農
用

地
区
域
内

う
ち
農
用

地
区
域
内

注意）
　◇単位は「㎡」で記入してください。

（別紙９）

○「当該調査年度までの累計面積」と「当該調査年度に新規に把
握した面積」のそれぞれについて、本集計表を提出してください。
○「当該調査年度までの累計面積」の場合は「（累計）」、「当該年
度に新規に把握した面積」の場合は「（新規）」を本集計表の「全体
調査年度」欄に付記してください。



  平成○○年度　耕作放棄地解消計画
都道府県名 ○○県 ○○市

農振農用地区域

実施内容 活用事業 種別 実施内容 活用事業 種別 実施内容 活用事業 種別 実施内容 活用事業 種別

合計

農振農用地区域外

実施内容 活用事業 種別 実施内容 活用事業 種別 実施内容 活用事業 種別 実施内容 活用事業 種別

合計

Ｈ○○年度 Ｈ○○年度

平成○○年○月○日現在

Ｈ○○年度

Ｈ○○年度

解消に向けたスケジュール

Ｈ○○年度 Ｈ○○年度 Ｈ○○年度

市町村名

解消に向けた実施計画

Ｈ○○年度解消内容
農地法に
基づく指
導内容等

地区名
(大字名）

耕作放棄
地面積
（㎡）

解消
分類

解消主体 解消内容
農地法に
基づく指
導内容等

地区名
(大字名）

耕作放棄
地面積
（㎡）

解消
分類

解消主体

（別紙１0）



記入例）

  平成○○年度　耕作放棄地解消計画

都道府県名 ○○県 ○○市

農振農用地区域

実施内容 活用事業 種別 実施内容 活用事業 種別 実施内容 活用事業 種別 実施内容 活用事業 種別

　○○ 5,000

普及指導
センター
等と連携
し自ら耕

作

Ａ
農地所有者による生産
（耕作　太郎）

そばの作付け 草刈り・抜根・整地 ○○対策 1 土壌改良 ○○対策 1
そばの作付け開始
○○普及組織による
技術指導

○○対策 1

　●● 10,000

利用者が
確保され
るまでの
間、維持

管理

Ｃ ○○活動組織 ひまわりの植栽 草刈り・抜根・整地 ●●対策 2 ひまわりの植栽 ○○対策 1
営農再開に向けた
話し合い

なし 5

　×× 2,500
担い手等
への農地
の貸付け

Ｂ
・××土地改良区
・担い手（○○　○○）

区画整理 区画整理 ××交付金 1

　△△ 3,000
担い手等
への農地
の貸付け

Ａ △△生産法人 サツマイモの栽培
企業等誘致のため
の情報発信

△△事業 3 草刈り・抜根・整地 △△事業 3

・サツマイモの作付
け開始
・△△普及組織によ
る技術指導

△△事業 3

　△△ 3,000
畜産農家
と連携し
た放牧

Ａ
担い手による放牧（畜
産　花子）

繁殖牛の放牧
畜産農家との話し合
い

△△事業 3 草刈り・抜根・整地 △△事業 3 施設整備 △△△事業 3
○○普及組織によ
る技術指導
放牧の開始

△△△事業 1

　▲▲ 5,000
担い手等
への農地
の貸付け

Ｂ
・○○県
・担い手による生産（○
○　○○）

区画整理 区画整理 ▲▲事業 1 区画整理 ▲▲事業 1 区画整理 ▲▲事業 1

○○による技術指
導
小麦、大豆等の作
付け開始

××事業 1

　□□、◎◎、◇◇ 9,000
市民農園
等による
利活用

Ｃ ○○市町村 市民農園 草刈り・抜根・整地 なし 5 施設の整備 なし 5

合計 37,500

農振農用地区域外

実施内容 活用事業 種別 実施内容 活用事業 種別 実施内容 活用事業 種別 実施内容 活用事業 種別

　■■ 5,000
担い手等
への農地
の貸付け

Ａ ■■生産法人 ブルーベリーの作付け
農用地区域への編
入

なし 0 話し合い なし 1 草刈り・抜根・整地 ■■事業 3

ブルーベリーの作付
け
○○普及組織によ
る技術指導

■■事業 3

合計 5,000

解消内容

解消に向けたスケジュール

Ｈ○○年度 Ｈ○○年度 Ｈ○○年度 Ｈ○○年度

解消主体

地区名
(大字名）

耕作放棄
地面積
（㎡）

農地法に
基づく指
導内容等

解消
分類

解消主体

地区名
(大字名）

耕作放棄
地面積
（㎡）

農地法に
基づく指
導内容等

解消
分類

解消内容

解消に向けた実施計画

Ｈ○○年度 Ｈ○○年度

平成○○年○月○日現在

市町村名

Ｈ○○年度 Ｈ○○年度

解消分類を記入。
　Ａ：営農再開
　Ｂ：基盤整備後営農再開
　Ｃ：保全管理

大字ごとに分類
し、計画を策
定。

導入作物、放牧、区画整
理、景観作物の植栽等の
解消内容を記入。

解消活動を実施する主体
を記入。
主体が複数存在する場合
は、主なものを記入。

当該年度に実施する内容
（話し合い、草刈り・耕起・
抜根・整地、土壌改良、区
画整理、施設整備、技術
指導等）を記入する。

左記「実施内容」にお
いて、事業を活用する
場合は、当該事業名
を記入。

活用事業の種別を記入。
　１：農林水産省の事業
　２：農林水産省以外の事業
　３：都道府県の事業
　４：市町村の事業
　５：なし

同じ地区、同じ解消分類で解消内容
が複数存在する場合は、それぞれに
ついて計画を策定。

耕作放棄地面積の合計を記入。全
体調査の耕作放棄地面積合計との
整合を確認。

解消内容等が同じ場合は、複数の大
字をまとめて記入することも可能。

右記「解消内容」ごとに、
解消目標面積・農地法に
基づく指導内容等を記
入。
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